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（件 名）  

 ＧＩＧＡスクール端末等を活用し、子供に直接届く「地域居場所ポータル（仮称）」の整備につ

いて 

 

（要 旨） 

  近年、不登校児童・生徒の増加が全国的な課題となっており、本市においても学校に通うこと

が難しい子供たちが、家庭や地域社会から孤立しやすい状況が生じている。しかし、子供たちが

孤立する背景は不登校に限られない。児童虐待、いじめ、ヤングケアラー、家庭内不和など、周

囲から見えにくい問題を一人で抱え込み、誰にも相談できない子供の存在が社会的に指摘されて

いる。 

本市では、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、全児童・生徒に１人１台の端末（Ｃｈｒｏｍｅｂ

ｏｏｋ）が配付され、多額の公的投資が行われてきた。しかし現状では、端末の活用が主として

学習ドリル等に限定されており、困り事を抱えた子供が自ら外部とつながるための窓口として十

分に機能しているとは言い難い側面もある。 

一方、市内には子ども食堂が約４０か所、公民館が２０か所以上、その他学習支援団体やフリ

ースクールなど、子供を支える地域資源が豊富に存在する。しかし、今日、今、どこが開いてい

るのかという即時性のある情報を子供自身が把握する手段はなく、結果として支援につながって

いない。 

現在、市内の各団体はＳＮＳやホームページ等で懸命に情報発信を行っているが、それらは主

に大人向けの発信にとどまっており、真に支援を必要とする子供自身の元へ直接届ける手段が欠

落している。子供たちが毎日必ず開くＧＩＧＡスクール端末を情報の受皿として位置付けること

は、行政にしかできない極めて重要な孤立対策であると考える。 

以上の趣旨から、次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ 市内の居場所活動、子ども食堂、学習支援、公民館等の情報に直接アクセスできる「地域居

場所ポータル（仮称）」を整備し、ＧＩＧＡスクール端末のホーム画面又は学校連絡アプリ等に

常設リンク（アイコン）を設置すること。また、技術的措置として、本市で導入済みのフィル

タリングソフトにおいて、当該ポータルをホワイトリスト（許可リスト）に登録し、安全なア

クセス環境を担保すること。 

（次頁に続く） 



 

２ 仕組みとして、ポータル内に、市が認定した運営団体等が当日の開設状況、混雑状況及び雰

囲気を簡易に投稿できる「リアルタイム居場所掲示板」を設置すること。なお、本ポータルは、

子供が書き込む双方向型ではなく、市が認定した大人が責任を持って情報を届ける「デジタル

かわら版」として運用することで、トラブルを防ぎ、安心な情報の受皿とすること。また、導

入ステップとして、特定の地域や公民館を対象としたモデル事業（試行導入）から開始し、効

果検証を行うこと。 

３ 掲示板を見て行動に移した子供が安心して滞在できるよう、公民館等の公共施設において、

安定したＷｉ－Ｆｉ環境を整備すること、また、ＧＩＧＡスクール端末を持ち込んで学習や活

動ができる運用ルールを明確化すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


